
   

長野県総合教育センター規則の一部を改正する規則案について 
 

 

教学指導課 

 

１ 改正の理由 

  施設の有効活用の観点から、行政財産の目的外使用に係る使用料を設定するため、

長野県総合教育センター設置条例の一部が改正されたことから、長野県総合教育セ

ンター規則（平成８年３月 25 日教育委員会規則第１号）について所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

区   分 内     容 

使用時間等 ・使用を許可する日及び時間 

使用に係る手続関係 

・使用許可の申請、交付及び取消し 

・使用料の減免、還付 

・使用許可申請書等様式 

遵 守 事 項 ・使用許可を受けた者の遵守事項 

 

３ 施行期日 

  平成 24 年４月１日 

 

（参考）総合教育センターの概要 

所 在 地 塩尻市片丘南唐沢 6342―４ 

設置目的及 

び業務内容 

教育の充実を図ることを目的として、教育関係職員の研修及び生

徒の実習を行うとともに、専門的、技術的事項の研究及び調査、情

報の収集及び提供並びに教育相談を行う。 

使用許可施設 講堂、第１～第 10 研修室、グラウンド、テニスコート 

施 設 規 模 敷地面積 43,230.05 ㎡ 建物面積 18,647.40 ㎡ 

建 設 年 月 平成８年４月 

 


